
相続・贈与・事業承継が専門です。

被相続人が連帯保証人になっていることがわかりました。
対処方法はありますか。

平成３０年から非上場株式等の贈与税及び相続税の納税猶予が非常に有利
になり、かつリスクもほとんどなくなり利用しやすくなったと聞きました。
その概要を教えてください。
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今月のお知らせ

真ん中の□に漢字を⼊れて、⼆字熟語を４つ
作ってみましょう︕
ただし熟語は⽮印の⽅向に読みます。

※ 正解は次号資産税NEWSにて発表いたします。

今月の
クイズ

？

※ 前々号（No.14４ 平成30年3⽉号）の解答は【前】でした。

①間→□ ②接→□
③□→所 ④□→場 の4つの⼆字熟語が出来ます。

場
↓

↓

→ →接

間

所

特例事業
承継税制の
活⽤に
向けて

特例事業
承継税制の
概要 制度を利⽤

するための
要件など

平成30年度税制改正で創設された
『特例事業承継税制』を皆様へ早期に
告知するためのQ&A冊⼦です。

特例（平成30年4月新設）

事業承継税制

Ａ４版
（24ページ）

先着１０名様

無料進呈しております。※先着１０名様
ご希望の⽅は下記までお気軽にお申し込み下さい。

＜お申し込み・お問合せ先＞
京都税理⼠法⼈ 京都本社 財産管理部 ☎075-693-6363

受付︓杉本 ＜お電話受付時間＞9:00-17:00（⼟⽇祝除く）
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税理士 江後慎太郎

被相続⼈の財産を整理をしていると、被相続⼈が連帯保証になっていることがわ
かったということがあります。

財産を相続するなら債務だけではなく、連帯保証⼈としての⽴場も引き継ぐことに
なります。財産を相続するということは責任も引き継ぐ必要があるからです。

連帯保証⼈を引き継ぎたくなければ相続放棄の検討が必要です。
相続放棄とは、⼀切の遺産相続をせずに全てを放棄してしまうことです。

相続放棄は各相続⼈が、「⾃分が相続⼈になったことを知った時から3ヶ⽉以内」
に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所
に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。

原則としてこの期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます
ので注意が必要です。

もし財産を取得しなかったとしても債務や連帯保証の場合には、その特定の⼈が全
てを背負うわけではなく、相続開始の時点で共同相続⼈に相続分に応じて⾃動的に
相続されます。

遺産分割協議で誰が債務を相続することに決めたとしても、それを債権者に主張す
ることはできません。

仮に⼦が相続⼈の場合、⼦が相続放棄をすれば相続順位が両親へ移ります。両親が
死去されていれば、兄弟姉妹へ相続順位が移ります。兄弟姉妹へ相続順位が移れば
思わぬ形で債務等を被る可能性がありトラブルになりかねません。

相続放棄するのであれば、両親、兄弟姉妹へ連絡等の調整を⾏い、
⼦のみでなく両親や兄弟姉妹全員が相続放棄を検討する必要が
あります。

01 今月のトピックス

相続放棄が考えられます。

被相続人が連帯保証人になっていることがわかりました。
対処方法はありますか。 Q

特例事業承継税制が創設され、一定の手続きによって
一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税
猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には贈与時の
評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予
されます。

平成３０年から非上場株式等の贈与税及び相続税の納税猶予
が非常に有利になり、かつリスクもほとんどなくなり利用しやすく
なったと聞きました。その概要を教えてください。
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課長 牧本

02 連載！事業承継のススメ

納税猶予の特例を活⽤する為にもまずは後継者を誰にするのかを決定
する必要があります。
周りの⽅の理解や協⼒が得られるよう計画的に事業承継に取り組みま
しょう。


